
《《《《税制上税制上税制上税制上のののの優遇措置優遇措置優遇措置優遇措置》》》》

　　　　・・・・1111,,,,500500500500万円万円万円万円のののの特別控除特別控除特別控除特別控除

①

②
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都市計画施設

都市計画法第11条第１項各号に

掲げる施設で、主に、道路・高速

道路・公園・下水道・河川等。

道路等の区域

例えば道路であれば、道路法に

基づき区域を決定し、公示・縦覧

された区域内の土地。

都市計画区域

届出

買取りの協議通知

のあった日から３

週間経過後又は

協議が成立しない

ことが明らかに

なったとき以後

申出

申出 申出 申出

10,000㎡以上

(市街化調整区域

内の土地を除く)

※200㎡以上

※200㎡以上 5,000㎡以上

200㎡以上

土地所有者 買取協議団体を決定

※200㎡以上 ※200㎡以上

２２２２　　　　届出届出届出届出がががが必要必要必要必要（（（（申出申出申出申出がががが可能可能可能可能））））なななな区域区域区域区域、、、、面積要件面積要件面積要件面積要件

都市計画施設

道路等の区域

市街化区域

届出

協議が整わないとき

届出 届出

※200㎡以上

知事から通知 ※

第三者へ譲渡

土地所有者 県、市町村等

売買契約締結

協議

 協議成立

　  　  　  　  以降以降以降以降、、、、左記左記左記左記にににに同同同同じじじじ

（フローチャート中、知事を市

長に町(村)を市に置き換える）

買取りを希望する

団体がないとき

買取りを希望する

団体があるとき

その旨を知事から通知 ※

※　 知事からの通知は町

　　(村)受理から３週間以内

町（村）長

　送付

県知事(各総合支庁長) 市長

（注）都市計画区域外であっても都市計画施設の区域内の土地であれば

届出・申出の対象となる。（例：高速道路）

※　面積要件のうち「200㎡以

上」については、公拡法施行

令の改正(H24.4.1施行)によ

り、各市の条例・規則により引

き下げることが可能となった

（これまでは県の条例・規則に

より制定）。

     天童市、尾花沢市、新庄

市、長井市、酒田市（５市）を

除く、山形市、上山市、寒河

江市、村山市、東根市、米沢

市、南陽市、鶴岡市（８市）に

おいて、これまでの県条例・規

則と同様に用途地域に限り

「100㎡以上」に引き下げる条

例・規則を制定。

公拡法公拡法公拡法公拡法にににに係係係係るるるる届出届出届出届出・・・・申出制度申出制度申出制度申出制度のののの手続手続手続手続のののの流流流流れれれれ等等等等について について について について 【【【【HHHH24242424....4444....1111以降以降以降以降((((公拡法公拡法公拡法公拡法((((令令令令))))改正後改正後改正後改正後))))】】】】

１１１１　　　　届出届出届出届出・・・・申出申出申出申出のののの手続手続手続手続のののの流流流流れについてれについてれについてれについて

町村内の土地 市内の土地

土地所有者 土地所有者

　届出・申出 　届出・申出


